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定款の一部変更に関するお知らせ 
 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年６月 26 日開催予定の当社第 113 回定時株主総会に、

下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１．変更の目的      

取締役会の招集および議長は取締役社長または取締役会長としておりましたが、権限の見直しにより、

定款第 25 条第 1 項について、取締役会の招集および議長を取締役社長に変更するものであります。 

 

２．変更の内容  

  変更の内容は、次のとおりであります。 

     （下線部分は変更部分）  

現 行 定 款 変 更 案 

（取締役会の招集および議長） 

第 25 条① 取締役会は、取締役会長または取締役

社長がこれを招集し、議長となる。取

締役会長および取締役社長に事故あ

るときは、あらかじめ取締役会におい

て定めた順序により他の取締役がこ

れに当る。 

② 取締役会の招集の通知は、各取締役お

よび各監査役に対し、会日の３日前ま

でにこれを発することを要する。但

し、緊急の必要があるときは、この期

間を短縮することができる。 

③ 取締役および監査役の全員の同意が

あるときは、招集の手続きを経ないで

取締役会を開催することができる。 

 （取締役会の招集および議長） 

第 25 条① 取締役会は、取締役社長がこれを招集

し、議長となる。取締役社長に事故あ

るときは、あらかじめ取締役会におい

て定めた順序により他の取締役がこ

れに当る。 

 

②   （現行どおり） 

 

 

 

 

③   （現行どおり） 

 

 

３．日程    

定款変更のための株主総会開催日  平成２６年６月２６日（木） 

定款変更の効力発生日          平成２６年６月２６日（木） 

以 上 


